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○北杜市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱 

平成１６年１１月１日 

告示第９号 

改正 平成１９年３月２６日教委告示第６号 

平成２０年１月２１日告示第４号 

平成２１年３月１２日告示第１４号 

平成２３年３月１７日教委告示第７号 

平成２５年１２月３日教委告示第１６号 

平成２９年１２月２６日教委告示第２６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第４条第３項並び

に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定により、経済的理由に

よって就学困難と認められる小・中学校の児童及び生徒の義務教育の円滑な実施

に資するため、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で援助費を支給すること

について必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 援助費の支給対象者は、市内に住所を有し、学校教育法第１８条に規定す

る学齢児童若しくは学齢生徒（以下「児童等」という。）又は学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第５条第１項に規定する就学予定者（以下「就学

予定者」という。）の保護者（同法第１６条に規定する保護者をいう。）で、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護

者（以下「要保護者」という。）。ただし、学用品費、通学用品費、校外活動

費、通学費及び学校給食費の支給については同法第１３条の規定による教育扶

助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第１２条の規定によ

る生活扶助を受けている者を除く。 

(２) 要保護者に準じる程度に困窮している者（以下「準要保護者」という。）

で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者 

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 
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イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項の規定による市

町村民税の非課税 

ウ 地方税法第３２３条の規定による市町村民税の減免 

エ 地方税法第７２条の６２の規定による個人の事業税の減免 

オ 地方税法第３６７条の規定による固定資産税の減免 

カ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条の規定に

よる国民年金の掛金の免除 

キ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条の規定による保険

料の減免又は徴収の猶予 

ク 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の規定による児童扶

養手当の支給 

ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付け 

(３) 準要保護者で、次のいずれかに該当する者 

ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働

者 

イ 職業が不安定で、生活が困難と認められるもの 

ウ PTA会費、学級費等の学校納付金（以下「学校納付金」という。）の減免が

行われている者 

エ 学校納付金の納付状態の悪い保護者又は通学用品費等に不自由している児

童等若しくは就学予定者の保護者で、生活が極めて困難と認められるもの 

オ 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者 

(４) その他北杜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に援助を必

要と認める者 

（支給対象経費等） 

第３条 援助費の支給対象経費、支給額は、予算の範囲内において、別表のとおり

とする。 

（申請） 

第４条 援助費の給付を受けようとする者は、要保護及び準要保護児童生徒援助費

受給申請書（兼世帯票）（様式第１号）に教育委員会が必要と認める書類を添え
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て教育委員会に申請しなければならない。 

２ 就学予定者の保護者で新入学児童・生徒学用品費の支給を受けようとする者は、

教育委員会が指定する日までに、要保護及び準要保護児童生徒援助費（新入学児

童生徒学用品費）入学前支給申請書（兼世帯票）（様式第２号）に教育委員会が

必要と認める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。 

（援助費の支給の認定） 

第５条 援助費の支給の認定は、教育委員会が行うものとする。 

（支給時期） 

第６条 援助費の支給時期は、１０月及び３月とする。ただし、就学予定者の保護

者への新入学児童・生徒学用品費の支給時期はこの限りでない。 

２ 年度の中途で認定を受けた者については、その月から援助費を支給するものと

する。ただし、校外活動費、修学旅行費、通学費、医療費及び学校給食費につい

ては認定日以後の経費から支給する。 

３ 年度の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月（月の初日に当たる

ときはその月）から支給は行わない。 

（認定の取消し等） 

第７条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により援助費の支給を必要と

しなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すも

のとする。 

（委任事項） 

第８条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成１６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日教委告示第６号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２０年１月２１日告示第４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１２日告示第１４号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１７日教委告示第７号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月３日教委告示第１６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２６日教委告示第２６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

支給対象経費 支給額 

学用品費 児童等が通常必要とする学用品の購入

費 

国が定める基準の10分の10

以内 

校外活動費 児童等が学校行事としての宿泊を伴わ

ない校外活動に参加するために直接必

要な交通費及び見学料 

国が定める基準の10分の10

以内 

児童等が学校行事としての宿泊を伴う

校外活動（修学旅行を除く。）に参加

するために直接必要な交通費及び見学

料 

国が定める基準の10分の10

以内 

新入学児童・生

徒学用品費等 

就学予定者、小学校第1学年の児童又は

中学校第1学年の生徒（既に地方公共団

体から新入学児童等に対する学用品費

等の助成を受けた者を除く。）が通常

必要とする学用品及び通学用品の購入

費 

国が定める基準の10分の10

以内 

修学旅行費 児童等が小学校又は中学校を通じてそ

れぞれ1回参加する修学旅行に要する

国が定める基準の10分の10

以内 
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経費のうち、修学旅行に直接必要な交

通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅

行に必要な経費として均一に負担すべ

きこととなるその他の経費 

通学費 児童等が最も経済的な通常の経路及び

方法により交通機関を利用して通学す

る場合の交通費で、片道の通学距離が4

キロメートル以上（特殊学級の児童に

あっては通学距離は問わない。）であ

るもの 

国が定める基準の10分の10

以内 

医療費 学校保健安全法（昭和33年法律第56号）

第24条の規定による疾病の治療に要す

る費用（社会保険等に加入している場

合は、被扶養者として社会保険等の給

付を受けられる額を控除した額） 

国が定める基準の10分の10

以内 

学校給食費 学校給食法（昭和29年法律第160号）第

11条第2項に定める学校給食費 

国が定める基準の10分の10

以内 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

 


